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敦賀市立看護大学履修規程 

 

平成２６年４月１日 

敦賀市立看護大学規程第３０号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、敦賀市立看護大学学則（平成２６年敦賀市立看護大学学則第１号。以下「学則」という。）第２

４条、敦賀市立看護大学大学院学則（平成３０年敦賀市立看護大学学則第２号。以下「大学院学則」という。）第

２６条及び敦賀市立看護大学助産学専攻科規則（平成３０年敦賀市立看護大学規則第１号。以下「専攻科規

則」という。）第１４条の規定に基づき、敦賀市立看護大学（大学院及び助産学専攻科を含む。以下「本学」とい

う。）における授業科目及びその履修の方法等に関し、必要な事項を定める。 

 

（授業科目等） 

第２条 授業科目の種類、配当年次、単位数は、別表に定めるとおりとする。 

 

（履修の届出等） 

第３条 学生は、履修しようとする授業科目を、毎学期における授業開始の日から１週間以内に、学部長に届け出な

ければならない。 

２ 次に掲げる授業科目は、履修の届出をすることができない。 

（１）在学年次より上級の年次に配当されている授業科目 

（２）既に単位を修得した授業科目 

（３）授業時間が重複する授業科目 

３ 学生は、履修の届出をしていない授業科目を履修することができない。 

４ 第１項の規定によって届け出た授業科目は、変更し、又は取り消すことができない。ただし、やむを得ない事由が

あるときは、その学期における授業開始の日から２週間以内に限り、学部長の承認を得て、これを変更し、又は取り

消すことができる。 

５ 学部長は、教育環境、履修状況等を考慮して必要と認めるときは、特定の授業科目の履修を制限することができ

る。 

６ 大学院又は助産学専攻科において本条の規定を適用する場合においては、第１項、第４項及び前項中「学部長」

とあるのは、大学院においては「研究科長」と、助産学専攻科においては「専攻科長」と読み替えるものとする。 

 

（履修単位数の上限） 

第４条 学部における年間に履修する授業科目の単位数は、４６単位を超えることができない。 

 

（授業科目修了の認定） 

第５条 授業科目修了の認定は、筆記試験、実習、論文、レポート等（以下「試験等」という。）により行う。 

２ 前項の規定に関わらず、第１２条第２項に定める特別研究の授業科目修了の認定は、必要な研究指導を受けた
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者のうち、学位規程に基づき修士論文の審査及び試験により行う。 

（単位の付与） 

第６条 前条の試験等に合格した学生には、所定の単位を与える。ただし、出席時間数が当該授業科目の全時間数

の３分の２に満たない学生には、単位を与えない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、当該授業科目が属する学期までの授業料を納入していない学生（授業料を免除

され、又はその徴収が猶予された学生を除く。）には、単位を与えない。 

 

（成績の評価） 

第７条 成績の評価は、次表のとおりとし、Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。 

  Ａ ８０点以上 

  Ｂ ７０点以上８０点未満 

  Ｃ ６０点以上７０点未満 

  Ｄ ６０点未満 

２ 不合格となった授業科目は、再履修することができる。この場合、当該授業科目については、改めて履修の登録

をしなければならない。 

３ 前項本文の場合において、当該授業科目の担当教員は、教育上支障がないと認めるときは、当該学生に対し、

授業への出席を免除することができる。この場合において、担当教員は、出席を免除する授業科目及び当該学生

の氏名を学部長に通知するものとする。 

４ 前項本文の規定により授業への出席が免除された授業科目については、第３条第２項（第３号に係る部分に限

る。）の規定は、適用しない。 

 

（既履修単位の認定） 

第８条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学院、大学又は短期大学において修得した単位

（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、学部

及び助産学専攻科においては３０単位を上限として、大学院においては１５単位を上限として、卒業又は修了の要

件となる単位として認めることができる。 

 

（追試験） 

第９条 病気その他やむを得ない事由により試験等を受けることができなかった学生は、当該授業科目の担当教員

の承諾を受けた上、学部長の承認を得て、追試験を受けることができる。 

２ 前項の追試験を受けようとする学生は、追試験願に、病気の場合にあっては医師の診断書を、その他の理由の場

合にあっては理由書及び証明書等を添付して、当該試験終了後１週間以内に学部長に提出しなければならない。 

３ 大学院及び助産学専攻科において本条の規定を適用する場合においては、前２項中「学部長」とあるのは、大学

院においては「研究科長」と、助産学専攻科においては「専攻科長」と読み替えるものとする。 

 

（再試験） 

第１０条 試験等（前条の追試験を含む。）を受験して不合格となった学生の再試験は、原則として行わない。ただし、
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学部長及び当該科目の担当教員がやむを得ないと認めた場合には、再試験を行うことができる。 

２ 再試験の受験資格、実施方法等については、別に定める。 

３ 大学院及び助産学専攻科において本条の規定を適用する場合においては、第１項中「学部長」とあるのは、大学

院においては「研究科長」と、助産学専攻科においては「専攻科長」と読み替えるものとする。 

 

（不正行為） 

第１１条 試験等（前２条の追試験及び再試験を含む。）において不正行為を行った学生には、当該学期に履修した

すべての授業科目について、単位を与えない。 

２ 前項の措置は、学則第３４条（専攻科規則第１９条によりその例による場合を含む。）又は大学院学則第３５条の

規定による懲戒と併せて行うことができる。 

 

（卒業要件となる単位数） 

第１２条 学則第３１条の規定により卒業の認定を受けるために修得すべき単位数は、次表に掲げるとおりとする。 

  一般教養科目 ３０単位（別表に掲げる必修科目９単位及び外国語（必修科目を除く。）４単位を含む。） 

  専門教育科目 ２４単位（別表に掲げる必修科目２０単位を含む。） 

  看護専門科目 ７６単位（別表に掲げる必修科目６２単位及び選択必修科目４単位を含む。） 

２ 大学院学則第３２条の規定により修了の認定を受けるために修得すべき単位数は、次表に掲げるとおりとする。 

共通科目 １２単位（別表（大学院の履修科目表）に掲げる必修科目４単位を含む。） 

看護専門科目 １８単位（１分野を選択し、特論８単位以上（選択した分野から４単位以上を含む。）、選択した

分野の演習２単位、特別研究８単位） 

３ 専攻科規則第１７条の規定により修了の認定を受けるために修得すべき単位数は、次表に掲げるとおりとする。 

助産学基礎科目 ６単位 

助産学実践科目 ２７単位 

 

（保健師国家試験受験資格） 

第１３条 保健師国家試験受験資格の取得を希望する学生は、学則第３１条に定める卒業要件を満たすとともに、別

表（学部の履修科目表）備考１に掲げる授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 

 

（養護教諭二種免許状） 

第１４条 養護教諭二種免許状の取得を希望する学生は、学則第３１条に定める卒業要件を満たすとともに、別表

（学部の科目履修表）備考２に掲げる授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 

 

 （大学院生の長期履修） 

第１５条 本学大学院において、大学院学則第２５条の規定により、修業年限を超える教育課程の履修（以下「長期

履修」という。）又は長期履修期間の短縮を希望する学生は、学長の定める期日までに、履修期間に関する申出

書（別記様式）により学長に申出を行わなければならない。 

２ 学長は、前項の規定による申出があったときは、研究科会議の議を経て長期履修の可否、当該学生の修了予定
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時期及び在学年限又は長期履修期間の短縮の可否及び当該学生の修了予定時期を決定し、当該学生に書面

で通知するものとする。 

 

（その他） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修方法等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附則（略） 

 ―別表は、学部の履修科目表のみ掲載― 

 ―様式省略― 
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公立大学法人敦賀市立看護大学授業料等徴収規程 

 

平成２６年４月１日 

公立大学法人敦賀市立看護大学規程第２５号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人敦賀市立看護大学（以下「法人」という。）における授業料その他の料金の徴収

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （授業料等の徴収） 

第２条 法人は、法人の設置する敦賀市立看護大学（大学院及び助産学専攻科を含む。以下「本学」という。）の入

学試験を受けようとする者から入学検定料を、本学に入学する者（以下「入学者」という。）から入学料を、本学の学

生（科目等履修生を除く。以下同じ。）から授業料を、本学において看護実習を受けようとする者から看護実習料を、

本学の科目等履修生から科目等履修料を、本学において授業を聴講する者から聴講料を、それぞれ徴収する。 

２ 入学検定料、入学料、授業料、看護実習料、科目等履修料及び聴講料（以下「授業料等」という。）の額は、別

表第１のとおりとする。 

３ 授業料等の納入期限及び当該納入期限に納入すべき額は、別表第２のとおりとする。 

 

（長期履修者に係る授業料の額） 

第２条の２ 前条第２項の規定にかかわらず、本学の大学院に在学する学生のうち標準修業年限を超える一定の期

間にわたって当該課程を履修することを認められた者（以下「長期履修者」という。）から徴収する授業料の年額は、

当該履修することを認められた期間（入学する年度を含む。以下「長期履修期間」という。）に限り、次の各号に掲

げる長期履修者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）入学の日に長期履修者として認められた者 別表第１に掲げる授業料の年額に２を乗じて得た額を長期履修期

間の年数で除して得た額（１０円に満たない端数があるときは、これを切り上げた額） 

（２）１年次の３月に長期履修者として認められた者 入学年度にあっては別表第１に掲げる授業料の年額、入学年

度後の年度にあっては別表第１に掲げる授業料の年額を長期履修期間の年数から１を差し引いた年数で除して

得た額（１０円に満たない端数があるときは、これを切り上げた額） 

 

（長期履修期間の短縮に係る授業料の徴収方法の特例） 

第２条の３ 長期履修期間の短縮を認める場合は、大学院を修了するまでに、短縮された期間の授業料を繰り上げ

て徴収するものとする。 

 

 （授業料等以外の料金の徴収） 

第３条 法人は、本学の学生その他の者の求めに応じて証明書を交付するときは、その交付を受ける者から手数料を

徴収する。 

２ 前項の手数料の額、納入期限及び当該納入期限に納入すべき額は、別表第３のとおりとする。 
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３ 法人は、本学における公開講座を受講する者から、当該公開講座の受講料（以下「公開講座受講料」という。）を

徴収することができる。 

４ 公開講座受講料の額、納入期限及び当該納入期限に納入すべき額は、別表第４のとおりとする。 

５ 法人は、本学における教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第９条の３の規定に基づく免許状更新講習を

受けようとする者から、教員免許状更新講習受講料を徴収する。 

６ 教員免許状更新講習受講料の額、納入期限及び当該納入期限に納入すべき額は、別表第５のとおりとする。 

 

 （料金以外の諸費の収受） 

第４条 前２条の規定は、本学の授業において行う実験、実技、実習等について、法人が実費相当額の費用を収受

し、又は法人がその施設、設備又は財産を使用する者から使用の対価を収受することを妨げない。 

２ 前項に定める金員の収受に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（休学等の場合における授業料の取扱い） 

第５条 休学を許可され、又は休学を命ぜられた学生に対しては、休学した日の属する学期の次の学期（休学した日

が学期の初日であるときは、当該学期）以降、休学期間中の授業料を免除する。 

２ 前項の場合において、休学した日が当該学期の授業料の納入期限より前であるとき（休学した日が当該学期の初

日であるときを除く。）は、その学生が当該学期において納付すべき授業料の額を６で除し、休学を開始する日の属

する月の翌月から当該学期の最後の月までの月数を乗じて算出した額の授業料を併せて免除することができる。 

３ 学期の途中において復学する学生の当該学期分の授業料は、その学生が当該学期において納付すべき授業料

の額を６で除し、復学する日の属する月から当該学期の最後の月までの月数を乗じて算出した額とし、復学の日か

ら２０日以内（その期限にあたる日が金融機関の休業日であるときは、その直後の営業日まで）に納入するものとす

る。 

４ 停学処分を受けた学生は、停学の期間中も授業料を納入しなければならない。 

５ 退学しようとする学生は、退学する日が属する学期分までの授業料等を、退学する日までに納入しなければなら

ない。 

 

 （授業料等の免除） 

第６条 前条第１項及び第２項に定めるもののほか授業料等の免除に関することは、公立大学法人敦賀市立看護大

学授業料等の免除等に関する規程（令和２年公立大学法人敦賀市立看護大学規程第１号。）の定めるところによ

る。 

 

 （授業料等の不還付） 

第７条 既納の授業料等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、還付しない。 

（１）授業料等を免除された者が、当該免除された授業料を納入した場合 

（２）授業料等を納入した者が、当該授業料等を免除された場合 

（３）看護実習料を納入した者が、本人の責めによらない事由により、当該学年において一度も看護実習を受けること

ができなかった場合 
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（４）前３号のほか、特に授業料等を還付すべき理由があると理事長が認める場合 

 （委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、料金の徴収に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附則（略） 

 

別表第１（第２条関係） 

区分（授業料等の種類等） 算定基礎 金額（円） 

入学検定料 大学院生 １件につき ３０，０００ 

助産学専攻科生 １８，０００ 

学部生 １７，０００ 

科目等履修生（学部・大学院） ９，８００ 

入学料 学部生・大学院生 市内者 １件につき １６６，０００ 

市外者 ３３２，０００ 

助産学専攻科生 市内者 ９９，６００ 

市外者 １９９，２００ 

科目等履修生 

（学部・大学院） 

市内者 １６，６００ 

市外者 ３３，２００ 

授業料 大学院生 １年につき ５３５，８００ 

助産学専攻科生 ５３５，８００ 

学部生 ５３５，８００ 

看護実習料 実習を受ける学部生 １年につき ２５，０００ 

実習を受ける助産学専攻科生 ２００，０００ 

科目等履修料 科目等履修生（学部・大学院） １単位につき １４，８００ 

聴講料 授業回数が８回の

授業科目 

市内聴講生 １科目につき ５，９００ 

市外聴講生 ７，４００ 

授業回数が１５回の

授業科目 

市内聴講生 １１，８００ 

市外聴講生 １４，８００ 

授業回数が３０回の

授業科目 

市内聴講生 ２３，６００ 

市外聴講生 ２９，６００ 

備考 

１ この表において「市内者」とは、大学院生、助産学専攻科生、学部生又は科目等履修生として本学に入学する者

のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 

（１） 入学の日の１年前から引き続き敦賀市内に住所を有する者 

（２） 配偶者又は１親等の親族が入学の日の１年前から引き続き敦賀市内に住所を有する者 

（３） （１）及び（２）に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として理事長が認めた者 
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２ この表において「市外者」とは、大学院生、助産学専攻科生、学部生又は科目等履修生として本学に入学する者

のうち、市内者以外のものをいう。 

３ 前期末に修了又は卒業することとなる学生の授業料については、上記年額の２分の１（１０円に満たない端数があ

るときは、これを切り捨てた額）を徴収しないものとする。 

４ この表において「市内聴講生」とは、市内に住所を有する聴講生をいう。 

５ この表において「市外聴講生」とは、市内聴講生以外の聴講生をいう。 

 

別表第２（第２条関係） 

区分（授業料等の種類等） 納入期限 左の期限に納入すべき額 

入学検定料 出願するとき 全額 

入学料 入学手続をするとき 全額 

授業料 前期分 ４月３０日 授業料の年額の２分の１に相当

する額 

後期分 １０月３１日 授業料の年額の２分の１に相当

する額 

（前期末に修了又は卒業する学

生については、後期分を徴収しな

い。） 

看護実習料 実習を受けようとする年度の４

月３０日 

全額 

科目等履修料 前期開講科目分 ４月３０日 全額 

後期開講科目分 １０月３１日 全額 

聴講料 前期開講科目分 ４月３０日 全額 

後期開講科目分 １０月３１日 全額 

 本表中の納入期限に当たる日が金融機関の休業日であるとき（入学検定料及び入学料に係るものを除く。）は、そ

の直後の営業日を納入期限とする。 

 

別表第３（第３条関係） 

区分（証明書の種類） 金額 納入期限 左の期限に納入すべき額 

成績証明書 

１通 

３００円 
交付するとき 全額 

卒業（修了）証明書 

在学証明書 

健康診断証明書 

卒業（修了）見込証明書 

その他学業成績又は修学状況に関

する証明書 
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別表第４（第３条関係） 

公開講座受講料の額 

（徴収する場合） 

納入期限 左の期限に納入

すべき額 

公開講座の開催に係る経費を勘案し、１回あたり

１，０００円以内で理事長が公開講座ごとに定める

額 

公開講座実施前におい

て理事長が定める日 
全額 

備考 

 公開講座１回は、９０分間の講座を標準とする。 

 

―以下省略－ 
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